
 

ご応募の際は、ハローワークの紹介状が必要となります。 

詳細はハローワークの求人票をご覧ください。 

ハローワークインターネットサービス - 求人情報 

 

 

嘱託職員募集要項（石綿確定診断等事業） 

 

１ 業務内容 

石綿確定診断等事業における事務局業務補助 

（１）石綿確定診断委員会（以下「委員会」という。）の庶務 

（２）診断等を依頼する労働基準監督署（以下「監督署」という。）等との連

絡調整 

（３）委員会が確定診断等を行うための資料作成 

（４）委員会が作成した意見書の監督署等への送付 

（５）監督署等から提出があった資料等の返却 

（６）厚生労働省への報告等 

（７）その他必要な補助作業 

 

２ 労働条件 

（１）募集人員 １名 

（２）勤務形態 非常勤嘱託 

（３）勤務場所 労働者健康安全機構本部（川崎市中原区） 

（４）期間 令和 7年 8月 1日（応相談）～令和 8年 3月 31 日（半年更新） 

（５）就業時間 9：00～17：45（休憩 60 分）実働 7時間 45 分 

（６）休日 土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日～１月３日 

（７）年次有給休暇 雇用 6カ月経過後 

（８）時給 2,000 円～3,000 円（経験を考慮の上決定） 

（９）通勤手当 月上限額 55,000 円（規程に基づく） 

（10）社会保険等 健康保険、厚生年金、企業年金基金、雇用保険 

 

３ 就業条件 

（１）次の①～④の要件のいずれかに該当すること。 

① 労災保険法の知識及び実務経験を有すること 

② ３年以上の労災認定分野の実務経験を有すること 

③ ３年以上の診療報酬請求業務の実務経験を有すること 

④ 上記①から③のいずれかと同等以上の専門的な知識経験を有すること 

（２）パソコンによる入力業務（ワード、エクセル、パワーポイントによる資

料作成、メールソフト操作等）及び電話対応が可能であること 

（３）業務多忙の折は、１日につき１～２時間程度の時間外勤務が可能である

こと 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDetailBtn&kJNo=1414007821151&kJKbn=1&jGSHNo=4RSlG6n%2FZNJb6DwduZP0HQ%3D%3D&fullPart=2&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0

